
－1－ 

令和２年９月清須市議会定例会会議録 

 

 令和２年８月２７日、令和２年９月清須市議会定例会は清須市役所議事堂に招集された。 

１．開会時間 

   午前 ９時３０分 

 

２．出席議員 

   １番  松 岡 繁 知         ２番  山 内 徳 彦 

   ３番  冨 田 雄 二         ４番  下堂薗   稔 

   ５番  浅 野 富 典         ６番  松 川 秀 康 

   ７番  大 塚 祥 之         ８番  小 﨑 進 一 

   ９番  飛 永 勝 次        １０番  野々部   享 

  １１番  岡 山 克 彦        １２番  林   真 子 

  １３番  加 藤 光 則        １４番  高 橋 哲 生 

  １５番  八 木 勝 之        １６番  伊 藤 嘉 起 

  １７番  岸 本 洋 美        １８番  久 野   茂 

  １９番  白 井   章        ２０番  浅 井 泰 三 

  ２１番  成 田 義 之        ２２番  天 野 武 藏 

計  ２２名 

 

３．欠席議員 

な      し 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により会議事件説明のために出席した者は次のとおりである。 

市 長  永 田 純 夫 

副 市 長  葛 谷 賢 二 

教 育 長  齊 藤 孝 法 

企 画 部 長  宮 崎  稔 

総 務 部 長  平 子 幸 夫 
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市 民 環 境 部 長  栗 本 和 宜 

健 康 福 祉 部 長  河 口 直 彦 

建 設 部 長  永 渕 貴 徳 

会 計 管 理 者  吉 田  敬 

教 育 部 長  加 藤 秀 樹 

監 査 委 員 事 務 局 長  三 輪 晃 司 

企画部次長兼企画政策課長  後 藤 邦 夫 

総務部次長兼防災行政課長  丹 羽 久 登 

総 務 部 次 長 兼 財 政 課 長  岩 田 喜 一 

市民環境部次長兼産業課長  石 田  隆 

健康福祉部次長兼子育て支援課長  加 藤 久 喜 

総 務 部 参 事  山 下 雅 也 

建 設 部 参 事  大 橋 秀 一 

建 設 部 参 事  兼 松 俊 彦 

人 事 秘 書 課 長  舟 橋 監 司 

税 務 課 長  渡  辺  由 利 子 

収 納 課 長  三 輪 好 邦 

市 民 課 長  伊 藤 嘉 規 

保 険 年 金 課 長  篠 田 敬 幸 

生 活 環 境 課 長  島 津 行 康 

西枇杷島市民サービスセンター所長  北 神 聖 久 

清洲市民サービスセンター所長  葛 山  悟 

春日市民サービスセンター所長  日 比 野  鋭  治 

社 会 福 祉 課 長  鹿 島 康 浩 

高 齢 福 祉 課 長  古  川  伊 都 子 

健 康 推 進 課 長  寺 社 下  葉  子 

土 木 課 長  飯 田 英 晴 

都 市 計 画 課 長  長 谷 川  久  高 

上 下 水 道 課 長  菅 野  淳 
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新清洲駅周辺まちづくり課長  前 田 敬 春 

会 計 課 長  楢  本  雄  介 

学 校 教 育 課 長  石 黒 直 人 

生 涯 学 習 課 長  辻  清 岳 

ス ポ ー ツ 課 長  浅 野 英 樹 

学校給食センター管理事務所長  吉 田  剛 

 

５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  浅 田 克 幸 

議 事 調 査 課 長  髙 山  敬 

議 事 調 査 課 係 長  鈴 木 栄 治 

 

６．会議事件は次のとおりである。 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告について 

  日程第 ４ 同意第 ２号 農業委員会委員の任命について 

  日程第 ５ 同意第 ３号 農業委員会委員の任命について 

  日程第 ６ 同意第 ４号 農業委員会委員の任命について 

  日程第 ７ 同意第 ５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第 ８ 同意第 ６号 農業委員会委員の任命について 

  日程第 ９ 同意第 ７号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１０ 同意第 ８号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１１ 同意第 ９号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１２ 同意第１０号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１３ 同意第１１号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１４ 同意第１２号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１５ 同意第１３号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１６ 同意第１４号 農業委員会委員の任命について 
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  日程第１７ 同意第１５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１８ 同意第１６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第１９ 同意第１７号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第２０ 同意第１８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第２１ 認定第 １号 令和元年度清須市一般会計決算認定について 

  日程第２２ 認定第 ２号 令和元年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

  日程第２３ 認定第 ３号 令和元年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

  日程第２４ 認定第 ４号 令和元年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

  日程第２５ 認定第 ５号 令和元年度清須市水道事業決算認定について 

  日程第２６ 認定第 ６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定について 

  日程第２７ 議案第５２号 清須市部制条例の一部を改正する条例案 

  日程第２８ 議案第５３号 清須市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

               案 

  日程第２９ 議案第５４号 清須市税条例等の一部を改正する条例案 

  日程第３０ 議案第５５号 清洲城の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 

  日程第３１ 議案第５６号 清須市清洲勤労福祉会館設置条例及び清須市西枇杷島勤労福祉 

               会館設置条例の一部を改正する条例案 

  日程第３２ 議案第５７号 工事請負契約（春日公民館空調改修工事（第２期）の締結につ 

               いて） 

  日程第３３ 議案第５８号 動産の取得について 

  日程第３４ 議案第５９号 令和２年度清須市一般会計補正予算（第７号）案 

  日程第３５ 議案第６０号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案 

  日程第３６ 議案第６１号 令和２年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案 

  日程第３７ 議案第６２号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

               案 

  日程第３８ 報告第 ４号 令和元年度清須市決算の健全化判断比率等について 

  日程第３９ 報告第 ５号 尾張土地開発公社令和元年度決算に関する書類について 

  日程第４０ 報告第 ６号 専決処分の報告について 

  日程第４１ 発議第 ４号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅 
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               持及び拡充を求める意見書（案） 

  日程第４２ 発議第 ５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化 

               に対し地方税財源の確保を求める意見書（案） 

 

（ 傍聴者 １名 ） 
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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

議  長（成田 義之君） 

 定刻になりましたので、令和２年９月清須市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は、２２人でございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、１番松岡議員、２番山内議員を指名いた

します。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２９日間といたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（成田 義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２９日間に決定いたします。 

 日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議会閉会中の動向について報告いたします。 

 お手元に配付してあります議員活動状況報告書のとおりでありますので、朗読は省略いたしま

す。 

 この議員活動状況報告書の中で主なものにつきましては、７月３日に豊山町において西春日井

市町議長会が開催され、議長が出席いたしました。関係資料につきましては、事務局に保管して

ありますので、お願いいたします。 

 また、監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、令和２年５月分から

６月分までの例月出納検査の結果について及び同法第１９９条第９項の規定により、財政援助団

体の監査結果報告が議長宛てに提出されておりますので、受理したことを報告します。 
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 朗読は省略します。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 これより議案の審議に入りますが、日程第４、同意第２号から日程第４０、報告第６号までを

一括議題とし、日程第４、同意第２号から日程第２０、同意第１８号までの案件については人事

案件でございますので、委員会付託及び質疑・討論を省略し、本日採決いたしたいと思います。 

 また、日程第２１、認定第１号から日程第２６、認定第６号までの認定案件については、代表

監査委員から監査結果及び所見の報告を受けた後、担当部長より内容の説明を受けたいと思いま

す。 

 日程第２７、議案第５２号から日程第３７、議案第６２号までの１１議案につきましては、担

当部長から内容の説明を受けます。 

 日程第３８、報告第４号から日程第４０、報告第６号までの３案件につきましては報告案件で

すので、担当部長より内容説明を受けます。 

 日程第４１、発議第４号及び日程第４２、発議第５号の意見書案については、提出者から提案

内容の説明を受けたいと思います。 

 なお、日程第２１、認定第１号から日程第３７、議案第６２号までの１７案件及び日程第４１、

発議第４号及び日程第４２、発議第５号につきましては、本日は提案理由及び内容説明を受ける

のみで散会し、質疑のある方は８月３１日正午までに発言通告書を提出していただき、９月３日

の本会議において質疑を行った後、各常任委員会に審査を付託したいと思います。 

 以上のような進め方でございますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（成田 義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 それでは、日程第４、同意第２号から日程第４０、報告第６号までを一括議題といたします。 

 市長より一括して提案理由の説明を求めます。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田 純夫君）登壇 ＞ 
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市  長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 本日は、令和２年９月清須市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまして

は、ご多忙にもかかわらずご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 今定例会に提案いたします案件は、同意１７件、令和元年度清須市一般会計等の決算認定６件、

一部改正条例案５件、工事請負契約の締結１件、動産の取得１件、令和２年度一般会計等の補正

予算案４件、令和元年度清須市決算の健全化判断比率等などの報告が３件でございます。 

 同意１７件につきましては、本日ご審議とご議決を賜りたいと存じます。 

 それでは、各案件について、順次、提案理由をご説明申し上げます。 

 同意第２号から第１５号まで、農業委員会の任命につきましては、日下部錠一さん、水野格廉

さん、岩田房喜さん、中野浩光さん、伊藤正敏さん及び酒井温司さんを任期満了により再び任命

するため、また、後藤 章さん、加藤 勲さん、後藤章正さん、山内盛雄さん、鈴木 正さん、

樋口 博さん、山田富士雄さん及び丹羽保宏さんを新たに任命するため、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。それぞれの方の経歴は

ご配付いたしました同意案の裏面に記載いたしました。ご賛同を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 同意第１６号から第１８号まで固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、河村年美

さん及び木村哲也さんを任期満了により再び選任するため、また、髙山孝治さんを新たに選任す

るため、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。それ

ぞれの方の経歴はご配付いたしました同意案の裏面に記載をいたしました。ご賛同賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

 認定第１号 令和元年度清須市一般会計決算認定につきまして、決算の内容をご説明申し上げ

ます。 

 令和元年度予算に継承いたしました事業は、議員各位を始め市民のご協力をいただき、当初の

目的を達成することができました。また、監査委員の決算審査も無事に終了いたしました。深く

感謝申し上げる次第でございます。 

 一般会計の決算額は、歳入総額２８４億６千３８０万５千６５８円、歳出総額２６８億７千

８２９万７千５９１円、実質収支額７億８千４０１万３千円でありました。歳入の根幹でありま

す市税は１２４億９千９８４万１千８４０円であり、予算額を上回ることができました。納税者
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各位のご理解の賜物と深く御礼を申し上げるところでございます。地方交付税につきましては、

普通交付税で１８億８千５６１万２千円、特別交付税で２億６千４５０万７千円を確保すること

ができました。市債につきましては、臨時財政対策債７億円のほか小中学校の整備事業債や新清

洲駅北土地区画整理事業債などにより、合計で２２億８千２３０万円を借り入れました。 

 歳出の主な内容を申し上げます。 

 まず、安全・安心の確保に向けて、新川中学校に雨水貯留施設の整備を行いました。これによ

り、新川流域水害対策計画で予定していた雨水貯留施設全ての整備が完了し、都市型水害への備

えの充実を図りました。 

 次に、子育て支援につきましては、国が掲げました幼児教育無償化へ対応し、子育て世帯の経

済的負担のさらなる軽減を図ったことに加え、本年４月に供用開始となった西枇杷島児童センタ

ーを建設するなど、子育てしやすい環境づくりに努めてまいりました。 

 また、小中学校においても、学校施設長寿命化計画に基づく校舎の改修を継続して実施したほ

か、全ての普通教室に新たに空調設備を設置するなど、児童・生徒の快適な学習環境の整備を行

いました。 

 さらに、斎苑整備につきましては、本体工事に着手するとともに、周辺の環境改善事業につい

ても、建設地区周辺の皆様のご協力を賜りながら実施するなど、便利で快適に暮らせるまちづく

りの充実を図りました。 

 このほか、市の発展の基礎となる下水道整備事業や土地区画整理事業などの都市インフラ整備

の整備につきましても、限られた予算の中、予定どおり進めることができました。 

 今後も様々な行政ニーズへの対応が求められる一方で、社会保障関係費を始めとする義務的経

費の増加に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい行財政運営が続くことが予想

されます。議員各位を始め関係各位のご理解とご支援を賜りつつ努力をしてまいる所存でござい

ます。 

 認定第２号 令和元年度清須市国民健康保険特別会計決算認定についてにつきまして、決算の

内容をご説明申し上げます。 

 国民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額６０億４千２４万１千１６９円、歳出総額５９億

２千５５０万９千２２２円、実質収支額１億１千４７３万１千円でありました。歳入のうち国民

健康保険税は１３億１千５０７万１千２１０円を確保いたしました。引き続き、特定健康診査、

特定保健指導などの疾病予防を実施するなど、国民健康保険特別会計の健全性の確保に努めてま
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いります。 

 認定第３号 令和元年度清須市介護保険特別会計決算認定につきまして、決算の内容をご説明

申し上げます。 

 介護保険特別会計の決算額は、歳入総額４６億３千２２２万９千６３６円、歳出総額４５億

２千９６３万８千２５０円、実質収支額１億２５９万１千円でありました。介護が必要な状態に

あっても自宅や介護保険施設で安心して暮らすことができ、家族の介護負担を軽減することがで

きるよう保険制度の趣旨に添い、健全な運営に努めてまいります。 

 認定第４号 令和元年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定につきまして、決算の内容を

ご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額１５億８９万９千６０８円、歳出総額１４億

７千１００万９千３１２円、実質収支額２千９８９万円でありました。歳入のうち後期高齢者医

療保険料は７億４千３５０万４千６００円でございました。医療制度の趣旨に添い、高齢期にお

ける医療の確保を図るため、広域連合により適切な医療の給付を行い、今後も保健の向上及び高

齢者の福祉の推進に努めてまいります。 

 認定第５号 令和元年度清須市水道事業決算認定につきまして、決算の内容をご説明申し上げ

ます。 

 収入では給水収益や受託工事収益などの収益的収入が２億２千３４６万３千７８６円、工事負

担金などの資本的収入が２千８４１万６千４１３円でありました。 

 支出では、原水及び浄水費などの収益的支出が２億４６万９千６１円、建設改良費などの資本

的支出が１億２千５６万７１６円でございました。 

 認定第６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定につきまして、決算の内容をご説明申し上

げます。 

 収入では、下水道使用料や雨水処理負担金などの収益的収入が１６億３８１万７９４円、公共

下水道事業受益者負担金や国庫補助金、企業債などの資本的収入が２０億８千４万８０８円であ

りました。 

 支出では、管渠やポンプ場の維持管理費を始めとする収益的支出が１４億９千９１９万５千

５８５円、汚水管の建設改良費を始めとする資本的支出が１７億４千８９６万８千３３４円であ

りました。 

 議案第５２号 清須市部制条例の一部を改正する条例案につきましては、機構改革に伴い、所
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要の規定を整備するための一部改正でございます。 

 議案第５３号 清須市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案につきまして

は、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に

係る作業について防疫作業手当の支給対象とするため、防疫作業手当の特例に関する規定を追加

するための一部改正でございます。 

 議案第５４号 清須市税条例等の一部改正を改正する条例案につきましては、地方税法の一部

改正に伴い、延滞金の割合の特例の見直し等を行うための一部改正でございます。 

 議案第５５号 清洲城の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、

清洲城とあいち朝日遺跡ミュージアムの一体的な利活用を推進するため、共通入場券を導入する

ことに関し必要な事項を定めるための一部改正でございます。 

 議案第５６号 清須市清洲勤労福祉会館設置条例及び清須市西枇杷島勤労福祉会館設置条例の

一部を改正する条例案につきましては、障がい者の方の利用促進を図るため、使用料に係る身体

障がい者等の範囲を拡充するための一部改正でございます。 

 議案第５７号 工事請負契約（春日公民館空調改修工事（第２期））の締結につきましては、

総合評価落札方式（特別簡易型）一般競争入札により落札いたしました三建設備工業株式会社名

古屋支店と春日公民館空調改修工事（第２期）に係る工事請負契約を締結するため、議会の議決

を求めるものでございます。 

 議案第５８号 動産の取得につきましては、指名競争入札により落札いたしました富士電機Ｉ

Ｔソリューション株式会社中部事業本部と小中学校学習者用タブレット端末を取得する契約を締

結するため、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第５９号 令和２年度清須市一般会計補正予算（第７号）案につきまして、提案内容をご

説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、清洲勤労福祉会館及び新川地域文化広場を休館した

ことにより休業補償を行うほか、春日老人福祉センターの空調機器整備事業において、当初の計

画を変更する必要が生じたことに伴う工事の増など、所要の経費を計上することといたしました。 

 また、普通交付税、決算剰余金及び特別会計繰入金などの財源を基に、今までに予定した財政

調整基金からの繰入れを取りやめ、さらに今後の財政需要を考慮し、必要な基金に積み立てるこ

とといたしました。 

 補正額は２億５千４７８万４千円を追加し、予算の総額は３６８億４千５０５万円となります。 
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 議案第６０号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 前年度決算に伴う精算措置について所要の補正を行うことといたしました。補正額は、９千

４７３万２千円を追加し、予算の総額は５９億９千６６４万８千円となります。 

 議案第６１号 令和２年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案につきまして、提案

内容をご説明申し上げます。 

 前年度決算に伴う精算措置について所要の補正を行うことといたしました。補正額は、１億

１千３３２万４千円を追加し、予算の総額は４９億６千５２７万７千円となります。 

 議案第６２号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 前年度決算に伴う精算を措置するとともに、本年度の負担金の額の決定に係る所要の補正を行

うことといたしました。補正額は、３千５５３万４千円を追加し、予算の総額は１６億４千

４３６万２千円となります。 

 報告第４号 令和元年度清須市決算の健全化判断比率等につきまして、内容をご説明いたしま

す。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和元年度清須市決

算の健全化判断比率及び資金不足比率に監査委員の意見をつけて議会に報告をするものでござい

ます。 

 本市における一般会計等の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の４つの指標によって判断される健全化判断比率と水道事業会計等の資金不足比率は、いずれ

も早期の健全化が求められる基準を下回っております。 

 報告第５号 尾張土地開発公社令和元年度決算に関する書類につきまして、内容をご説明申し

上げます。 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社の経営状況について議会に

報告するものでございます。 

 収益的収入は７億３千６４３万２千７４４円、収益的支出は７億３千３９４万３千６２７円、

資本的収入及び資本的支出は共に９億５千９５６万６６４円でございます。 

 報告第６号 専決処分の報告につきまして、内容をご説明申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項について専決処
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分したので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

 専決処分した事項は、損害賠償の額を定め、和解することについて１件でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 詳細につきましては担当者から説明させますので、十分にご審議の上、ご賛同賜りますように

よろしくお願いを申し上げます。 

議  長（成田 義之君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 これより、同意案件の採決を行いますが、内容の同じ案件につきましては一括して採決を行い

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（成田 義之君） 

 ありがとうございます。異議なしと認めます。 

 よって、内容の同じ案件につきましては、一括で採決を行います。 

 日程第４、同意第２号から日程第１７、同意第１５号までの農業委員会委員の任命についての

１４案件について、一括して採決を行います。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（成田 義之君） 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 よって、同意第２号から同意第１５号までの１４案件につきましては、任命同意することに決

定いたしました。 

 次に、日程第１８、同意第１６号から日程第２０、同意第１８号までの固定資産評価審査委員

会委員の選任についての３案件について、一括して採決を行います。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（成田 義之君） 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 よって、同意第１６号から同意第１８号までの３案件につきましては、選任同意することに決



－14－ 

定いたしました。 

 次に、黒川代表監査委員より、認定第１号から認定第６号までの決算認定に係る監査結果及び

所見についての報告を求めます。 

 報告は発言席でお願いいたします。 

 黒川代表監査委員。 

代表監査委員（黒川 了一君） 

 ただいま議長より指名のありました代表監査委員の黒川了一であります。 

 先般、地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項の規定及び地方公営企業法第

３０条第２項の規定に基づき、市長より審査に付されました令和元年度清須市一般会計・特別会

計歳入歳出決算、基金運用状況、水道事業会計決算及び下水道事業会計決算の審査結果につきま

して、監査委員を代表して意見を述べさせていただきます。 

 決算審査における総括的な意見を記載しております清須市決算審査意見書に沿って意見を申し

上げます。 

 去る６月１日から８月１１日まで、令和元年度水道事業会計決算及び令和元年度下水道事業会

計決算、７月１日から８月１１日まで、令和元年度清須市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び

各基金運用状況を岸本洋美監査委員とともに審査いたしました。  

 初めに、令和元年度清須市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見につ

いてであります。 

 １ページ下段をご覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、令和元年度の清須市一般会計、国民健康保険特別会計、 

介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の決算及び基金の運用は、いずれも適正でありまし

た。 

 ２ページをご覧ください。 

 令和元年度 清須市一般会計及び特別会計を合わせた歳入決算総額は約４０６億３千７１８万

円、歳出決算総額は約３８８億４４５万円、歳入歳出差引額約１８億３千２７２万円でありまし

た。下水道事業会計を除いた前年度に比べ歳入は約１８億９千８２４万円の増加、歳出は約

１５億２１８万円の増加となっています。また、実質収支額は、歳入歳出差引額から翌年度へ繰

り越すべき財源約８億１４９万円を控除して約１０億３千１２３万円となっており、前年度に比

べ約５千６８４万円増加しております。 
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 ３ページをご覧ください。財政分析についてであります。 

 主要な財政分析指標は、財政力指数０．８９、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９０． 

１％で、前年度に比べ４．１ポイント上昇しています。実質収支比率は４．９％、４ページにあ

ります自主財源比率は５９．８％となっています。下段にあります将来にわたる財政負担の地方

債につきましては、令和元年度中に臨時財政対策債など約２２億８千２３０万円を借り入れ、元

金約１７億５千９２３万円を償還し、令和元年度末現在高は約１８６億５千５３６万円でありま

す。 

 ５ページをご覧ください。一般会計の総括であります。 

 歳入決算額は約２８４億６千３８１万円、歳出決算額は約２６８億７千８３０万円で、前年度

に比べ歳入は約１８億６千４８０万円、歳出は約１４億９千３２８万円増加しています。また、

実質収支額は、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源約８億１４９万円を控除して約

７億８千４０１万円となっています。前年度に比べ約２千４２９万円増加しています。 

 ６ページをご覧ください。歳入の款別の決算状況であります。 

 予算現額に対する収入率は９６．２％、調定額に対する収入率は９４．２％でありました。 

 ７ページをご覧ください。 

 歳入決算額は、前年度に比べ約１８億６千４８０万円の増加となっています。款別の構成比で

は、市税が４３．９％、国庫支出金が１２．７％、地方交付税が７．６％となっています。また、

前年度と比較し増加している主なものは、繰入金、国庫支出金、市債などであります。一方、減

少している主なものは、諸収入、地方消費税交付金などであります。 

 ８ページをご覧ください。 

 市税を始めとする自主財源は約１７０億１千３４６万円で、前年度に比べ約７億６千２４５万

円増加しています。自主財源は前年度に比べ４．７％増加しています。自主財源のうち市税が

７３．５％を占めています。 

 ９ページをご覧ください。 

 歳出決算額は約２６８億７千８３０万円、予算現額は約２９５億８千２４６万円で、執行率は

９０．９％となり、翌年度繰越額を差し引いた不用額は約６億２２４万円となっています。また、

各節の主な不用額と理由につきましては４３ページから４６ページに記載してあります。 

 １０ページをご覧ください。 

 歳出決算額は前年度に比べ約１４億９千３２８万円増加しており、款別の構成比を見ると民生
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費が３７．８％と最も高く、次いで土木費１５．１％、教育費１３．８％となっています。また、

前年度と比べ額が増加したものは、土木費、民生費、商工費などであります。一方、減少したも

のは、総務費、農林水産費、議会費などであります。 

 １１ページをご覧ください。 

 性質別経費の構成比率につきましては、義務的経費３７．８％、投資的経費１４．９％、その

他の経費が４７．３％で、このうち物件費が２０．５％を占めています。前年度と比較すると補

助費等や普通建設事業費などの額が増加する一方、積立金、繰出金は減少しています。 

 特別会計の状況につきましては、３２ページから国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及

び後期高齢者医療特別会計ごとに歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額等について記載して

あります。３８ページからは公有財産、有価証券などの財産について、決算年度中の増減高及び

決算年度末の現在高等について記載してあります。 

 ４０ページをご覧ください。基金の運用状況についてであります。 

 決算年度中の増減高につきましては、積立額は約６億３千４９３万円、取崩し額は約１７億

９千９２５万円で、決算年度末現在高は約５６億８０９万円となっており、前年度末現在高に比

べ約１１億６千４３２万円減少しています。 

 ４１ページをご覧ください。まとめとして記載してあります。下段から８行目をご覧ください。 

 以上で、各会計の決算は、それぞれの予算に従って適正に執行され、健全な財政運営が維持さ

れていると認められました。 

 我が国の景気は、戦後２番目の長さという景気に支えられてきました。しかし、突然の新型コ

ロナウイルス感染症の影響により急速に悪化が続いており、極めて厳しい状況にあります。先行

きについては、感染症拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動レベルを段階的に引き上げていき

ますが、当面、極めて厳しい状況が続くと見込まれ、金融資本市場の変動等の影響を注視する必

要があります。 

 本市においては、合併特例措置の低減や廃止等大幅な収入が見込めない中、近年頻発する自然

災害への備え、高齢化の進展等による社会保障関係費用の増加、施策事業の推進や公共施設等の

総合的かつ計画的な管理推進などの費用の増加など本市には多くの課題があり、経費の財源不足

を基金の取崩しや地方債に頼らざるを得ない状況が続くと考えられます。また、公債費や維持管

理費といった将来の財政負担の対応など、ますます厳しさが増すことが予測されるため積極的な

財源確保に努め、今後も効率的、計画的な財政運営が望まれるところでありますが、新型コロナ
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ウイルス感染症に対する今後の財源への影響も注視する必要があります。 

 歳入の根幹をなす市税につきましては、収納努力された結果、市民税や固定資産税が前年より

伸びており、市税全体も増額となっています。収納率は、前年を若干上回り、収入未済額、不能

欠損額ともに下回る結果になっています。しかし、収入未済額は依然として多額であることから、

税の公正性、公平性及び行政に対する信頼性の観点からも、滞納発生防止、計画的な徴収対策を

行い収納率の向上を図ってください。 

 時間外勤務につきましては、特定の職員の時間外勤務については是正されつつありますが、時

間外勤務全体の圧縮には至ってなく、引き続き、人事管理及び健康管理の両面から時間外勤務の

圧縮に取り組み、職員の士気を確保する観点から、その原因を的確に把握し、縮減方法を講じ、

経費削減に努められ、職員のメンタルケアについても対策を強化し、職員の士気を高め、公務効

率の向上を図っていただきたいと思います。 

 昨年度は、雨水対策、子育て環境及び学校施設の整備を推進され、都市基盤整備も進められて

います。また、新型コロナウイルス感染症対策も進められています。今後とも、「第２次総合計

画」で掲げる「政策・施策の推進」を目指して着実な推進を期待するものであります。 

 次に、水道事業会計決算審査についてであります。 

 ４７ページ中段をご覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、決算書類及び決算附属書類はいずれも関係法令に準拠して

作成されており、経営成績及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 初めに業務実績でありますが、令和２年３月３１日現在の給水人口は８千１８９人で、給水区

域内年度末人口に対する普及率は９９.８％となっています。 

 ４８ページをご覧ください。予算の執行状況であります。 

 収益的収入の水道事業収益決算額は約２億２千３４６万円で、予算額に対して８５．７％の収

入率でした。また、収益的支出の水道事業費の決算額は約２億４７万円で、予算額に対し８９.

９％の執行率でありました。資本的収入決算額は約２千８４２万円、次ページ、資本的支出決算

額は約１億２千５６万円で、資本的支出額の不足額約９千２１４万円は過年度分消費税資本的収

支調整額と過年度分損益勘定留保資金より補填されています。 

 ５０ページをご覧ください。経営収支の状況についてであります。 

 本年度の経営収支は、総収益約２億７２６万円から総費用約１億９千３１万円を差し引いた額

約１千６９５万円の純利益となっています。なお、詳細につきましては、５４ページの資料
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１ 損益計算書構成比率表のとおりであります。 

 ５２ページをご覧ください。４の財政状況についてであります。 

 資産は約１５億８千９７４万円で、流動資産のうち未収金は約３千１６６万円となっています。 

 次に、負債・資本についてであります。負債及び資本の総額は約１５億８千９７４万円で、こ

のうち資本金が９億６千６８９万円で負債・資本の合計の６０．８％を占めています。 

 なお、詳細につきましては、５６ページ以降の資料２ 貸借対照表構成比率表のとおりであり

ます。 

 以上が、令和元年度水道事業会計決算書類及び附属書類を審査した結果の概要であります。 

 今後の事業経営にあたりましては、区画整理など開発は進んでいるものの、給水戸数の大幅変

化は見られない状況であり、さらに節水意識の向上が強まっていますが、水道は大切なライフラ

インであります。今後は、配水管等水道施設の老朽化、耐震化への対応に多額の資金が必要とな

り、引き続き水道料金の収納確保、経費削減など効率的な企業経営に取り組み、安全・安心で良

質な水の供給に努められることを期待します。 

 次に、下水道事業会計決算審査についてであります。 

 ５９ページ中段をご覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、決算書類及び決算附属書類はいずれも関係法令に準拠して

作成されており、経営成績及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 初めに、業務実績でありますが、令和２年３月３１日現在の下水道普及人口は１万９千

５５４人で、行政区域内人口の年度末に対する普及率は２８．３％となっています。 

 ６０ページをご覧ください。予算の執行状況であります。 

 収益的収入の下水道事業収益決算額は約１６億３８１万円で、予算額に対し９７．８％の収入

率でした。また、収益的支出の下水道事業費用決算額は約１４億９千９２０万円で、予算額に対

し９７.１％の執行率でありました。資本的収入決算額は約２０億８千４万円、次ページ、資本

的支出決算額は約１７億４千８９７万円で、歳入歳出差引額は約３億３千１０７万円であります。 

 特例的収入及び支出については、公営企業会計への移行に伴い、平成３０年度の打切決算に伴

う特例的収入及び支出の経理として、未収金３千３０万７千５５５円の収入と未払金３千

５８４万８千８７５円の支出を行っています。 

 次に、６２ページをご覧ください。経営収支の状況についてであります。 

 本年度の経営収支は、総収益約１５億３千６２０万円から、次ページ、総費用約１４億８千
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６３４万円を差し引いた額約４千９８６万円の純利益となっています。 

 なお、詳細につきましては、６５ページの資料１ 損益計算書構成比率表のとおりであります。  

 ６３ページ下段から次ページをご覧ください。 

 ４の財政状況についてであります。 

 資産は約２８９億４千１５０万円で、流動資産のうち未収金は約８千８３０万円となっていま

す。 

 負債・資本についてであります。負債及び資本の総額は、２８９億４千１５０万円で、このう

ち負債の残高は約２７５億７千６６１万円で、負債資本総額の９５．３％を占めています。 

 なお、詳細につきましては、６６ページの資料２ 貸借対照表構成比率表のとおりであります。 

 以上が、令和元年度下水道事業会計決算書類及び附属書類を審査した結果の概要であります。 

 今後の事業経営にあたっては、令和２年２月に策定した清須市下水道事業中期経営戦略に基づ

き下水道接続率の向上、経費削減など企業経営に取り組み、災害に対する備えを強化するととも

に持続可能な経営基盤の確立と効率化を図り、なお一層健全な下水道事業経営に取り組んでくだ

さい。 

 以上をもちまして、令和元年度清須市一般会計・特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計

の決算審査の意見といたします。 

議  長（成田 義之君） 

 監査結果及び所見の報告が終わりましたので、ここで代表監査委員の退席を許可いたします。 

（黒川代表監査委員 退席） 

議  長（成田 義之君） 

 日程第２１、認定第１号 令和元年度清須市一般会計決算認定について、総務部長より内容の

説明を求めます。 

 平子総務部長。 

＜ 総務部長（平子 幸夫君）登壇 ＞ 

総務部長（平子 幸夫君） 

 総務部長、平子でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年９月清須市議会定例会提出案件の１ページをお願いいたします。 

 読み上げます。 

 認定第１号 
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 令和元年度清須市一般会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度清須市一般会計歳入歳出決算を別冊の

とおり認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、別冊の清須市歳入歳出決算書の２ページをお開きください。 

 主な内容をご説明いたします。 

 まず、歳入でございます。 

 歳入では、第１款市税は、予算現額１２２億５千３３７万１千円に対し収入済額は１２４億

９千９８４万１千８４０円で、予算現額を２億４千６４７万８４０円上回りました。不納欠損額

は４千９８９万５千２７４円でした。 

 第２款地方譲与税から第１１款交通安全対策特別交付金のうち第６款地方消費税交付金では

１１億８千５４９万７千円、また、第９款地方特例交付金では３億７千２４１万円であり、うち

幼児教育の無償化に係る子ども・子育て支援臨時交付金が２億７千３４１万２千円でございまし

た。 

 第１０款地方交付税は２１億５千１１万９千円であり、うち地方交付税が１８億８千５６１万

２千円でございました。 

 ４ページをお願いいたします。お開きください。 

 第１２款分担金及び負担金は、保育料２億４千１２０万３千６８０円や斎苑施設周辺環境改善

費負担金２億２千１８１万２千４９１円などにより、収入済額は４億７千５１万７千５８８円で

した。 

 第１３款使用料及び手数料は、清洲城天主閣入場料１千５７６万６００円、道路占用料５千

９２７万７千８３６円や幼稚園使用料６５６万３千５００円、清掃手数料１億４千９５０万２千

４９０円などにより収入済額は２億９千１６０万４千８３７円でした。 

 第１４款国庫支出金は、障害者自立支援給付費負担金を始めとする社会福祉費負担金が６億

５千４５５万２千１５４円、児童手当負担金を始めとする児童福祉費負担金１１億１千１６４万

９千１５２円や生活保護費負担金６億５千１１２万４千２２１円を始め各種国庫補助金１１億

７千７７９万６千７１０円などにより、収入済額は３６億８２３万５千６７７円でした。 

 第１５款県支出金は、障害者自立支援給付費負担金など社会福祉費負担金５億８千４９４万
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１千１７１円を始め福祉医療費支給事業補助金１億９千５７２万１千円を始めとする各種県補助

金５億２１０万９２５円などにより、収入済額は１４億８千３６８万６千１８５円でした。 

 第１６款財産収入は、土地貸付収入３千５７４万３千９０８円などにより、収入済額は３千

９４６万２千２３円でした。 

 第１７款寄附金の収入済額は、ふるさと寄附金などにより１千９９９万３千円でした。 

 第１８款繰入金は、国民健康保険特別会計を始めとする特別会計繰入金１億１千１３７万５千

８７５円、基金繰入金１７億４１２万１千円により、収入済額１８億１千５４９万６千８７５円

でございました。 

 第１９款繰越金は１２億１千３９８万８千５７１円でございました。 

 第２０款諸収入は、学校給食費などにより６億６千２６１万４千１９６円でございました。 

 ６ページをお開きください。 

 第２１款市債は、西枇杷島児童センター整備事業債を始め道路等整備事業債、小中学校整備事

業債や臨時財政対策債などにより２２億８千２３０万円を借り入れました。 

 歳入合計では、２８４億６千３８０万５千６５８円の収入済額となりました。 

 続いて、歳出をお願いいたします。 

 ８ページをお開きください。 

 第１款議会費は、議会運営全般に係る費用で、支出済額は２億４千１９７万３千６０円でござ

いました。 

 第２款総務費は、基金管理費５億８千７５６万７１１円を始めとする財産管理費、コミュニテ

ィバス運行費、電算管理費、参議院議員通常選挙費などにより、支出済額は２７億１千１２８万

６４３円でございました。 

 第３款民生費は、障害者・高齢者福祉費や子ども医療支給費など福祉医療費など社会福祉費

５１億２千５０５万８千４６円、子ども・子育て支援、児童手当、保育園の管理運営をするため

の保育所費など、子どもが健やかに育つ環境づくりのための児童福祉費４０億６千３２２万５千

８９２円、生活保護費９億６千８４２万８千５２５円などにより、支出済額は１０１億５千

６７８万７千７６０円でした。そのうち国民健康保険特別会計を始めとする特別会計繰出金は

２１億５千３３０万５千１４４円でした。 

 第４款衛生費は、予防接種費を始め成人保健費、母子保健費などの予防費など、保健衛生費

１０億８千７０７万２千３０２円や、ごみ収集処理などの清掃費１４億９千４７３万２千
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５８８円などにより、支出済額は２５億８千５１８万６千８９０円でした。 

 第５款労働費は、労働者金融対策費により支出済額は２００万円でした。 

 第６款農林水産業費は、農業委員会費を始め農業振興対策費、土地改良費などにより、支出済

額は１億７千５３１万４千９１１円でした。 

 第７款商工費は、中小企業金融対策費やまつり事業費補助金を含む観光振興費などにより、支

出済額は５億２８３万４千２２円でした。 

 第８款土木費は、道路の改良、橋梁の改良を始めとする道路橋梁費５億３千４８７万５千

７２２円や公園管理及び都市計画整備事業など都市計画費３１億４千４６７万８千２５０円など

により、支出済額は４０億６千５１１万９千６２３円でした。そのうち下水道事業が企業会計へ

と移行したことに伴い、公共下水道事業出資金を８億２千８５０万７千円支出いたしました。 

 続いて、１０ページをお願いいたします。 

 第９款消防費は、常備・非常備消防費を始め災害対策費などで支出済額は８億８千３３２万

５１１円でした。 

 第１０款教育費は、校舎の長寿命化や小中学校の普通教室等への空調設備設置整備を始め小中

学校費、幼稚園費、社会教育費などにより、支出済額は３７億１千９２４万１千８３１円でした。 

 第１１款公債費の支出済額は１８億３千５２３万８千３４０円でした。 

 なお、年度末の地方債残高は１８６億５千５３５万６千６８５万円で、そのうち合併特例債は

６１億９千５２１万７千１１１円でした。 

 歳出合計で２６８億７千８２９万７千５９１円の支出済額となり、歳入歳出差引額１５億８千

５５０万８千６７円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は７億８千４０１万３千

円となりました。 

 以上が、一般会計の決算状況でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第２２、認定第２号 令和元年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について及び日程

第２４、認定第４号 令和元年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定についての２議案につ

いて、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 栗本市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（栗本 和宜君）登壇 ＞ 

市民環境部長（栗本 和宜君） 
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 市民環境部長の栗本でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の２ページをお願いいたします。 

 認定第２号 

 令和元年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度清須市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算を別冊のとおり認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の令和元年度清須市歳入歳出決算書の１０４、１０５ページをお願いいたします。 

 決算の主な内容をご説明をいたします。 

 歳入につきましては、第１款国民健康保険税の収入済額は１３億１千５０７万１千２１０円で

ございました。現年度課税分の徴収率は９３．９２％で、前年と比較し０．６３％向上し、滞納

繰越分の徴収率は２２．９５％で、前年と比較し３．３６％減少いたしました。 

 不納欠損額は３千８５８万８千１９１円、収入未済額は２億７千６０４万９千６２７円で、い

ずれも前年から減少しております。 

 第２款国庫支出金の収入済額は１３５万３千円、第３款療養給付費交付金の収入済額は０円で

ございました。 

 第４款県支出金は主に保険給付費等交付金や保険者努力支援金の分で、収入済額は３８億９千

５６９万１千１４８円でございました。 

 第６款繰入金の収入済額は７億２千５０２万５千９０９円でございました。 

 第７款繰越金の収入済額は８千９５０万１千３３円。 

 第８款諸収入につきましては主に延滞金や加算金及び雑入等で、収入済額は１千３５９万８千

８６５円となり、歳入の合計は６０億４千２４万１千１６９円でございました。 

 続きまして、１０６、１０７ページをお願いいたします。 

 歳出の主な内容を説明いたします。 

 第１款総務費は総務管理費、運営協議会費などで、支出済額は５千３５３万６千５６５円でご

ざいました。 

 第２款保険給付費につきましては、療養諸費及び高額療養費のいわゆる医療費分や出産育児一

時金などで、支出済額は３８億４千５１０万２千７０１円でございました。 
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 第３款国民健康保険事業費納付金の支出済額は１９億４５３万１千６８６円、第６款保健事業

費は特定健康診査等事業費及び保健事業費で、支出済額は４千６７４万５千３３３円でございま

した。 

 第８款諸支出金は償還金及び還付加算金、繰出金の分で、支出済額は７千５５９万２千

９３３円となり、歳出の合計は５９億２千５５０万９千２２２円でございました。 

 次ページ、１０９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出の差引残額は１億１千４７３万１千９４７円でございます。 

 以上が、国民健康保険特別会計の決算についての説明でございます。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計の決算について説明いたします。 

 提出案件の４ページをお願いいたします。 

 認定第４号 

 令和元年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度清須市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別冊のとおり認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の歳入歳出決算書の１５２、１５３ページをお願いいたします。 

 決算の主な内容について説明いたします。 

 歳入につきましては、第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は７億４千３５０万４千

６００円でございました。現年度課税分の徴収率は９９．５１％で、前年度と比較し０．０１％

減少しましたが、滞納繰越分の徴収率は４１．３２％で、前年度と比較し６．９３％向上いたし

ました。不納欠損額は１２８万４千３００円、収入未済額は５８１万６千５００円でございまし

た。 

 第２款繰入金の収入済額は７億２千４４４万５千２３５円でございました。 

 第３款繰越金の収入済額は３千２３６万５千１７３円、第４款諸収入は過年度療養給付費負担

金の精算等によるもので、収入済額は５８万４千６００円となり、歳入の合計は１５億８９万

９千６０８円でございました。 

 次ページ、１５４、１５５ページをお願いいたします。 

 歳出の主な内容を説明いたします。 
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 第１款総務費は総務管理費と徴収費の分で、支出済額は１千３２４万３千２５３円。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金は後期高齢者医療保険料等負担金、療養給付費負担金及

び広域連合事務費負担金の分で、支出済額は１４億４千４７６万１千７８６円でございました。 

 第３款諸支出金の支出済額は１千３００万４千２７３円となり、歳出の合計は１４億７千

１００万９千３１２円でございました。歳入歳出の差引残額は２千９８９万２９６円でございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第２３、認定第３号 令和元年度清須市介護保険特別会計決算認定について、健康福祉部

長より内容の説明を求めます。 

 河口健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長（河口 直彦君）登壇 ＞ 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 健康福祉部長の河口でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の３ページをお願いします。 

 認定第３号 

 令和元年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度清須市介護保険特別会計歳入歳出決算

を別冊のとおり認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、別冊の令和元年度清須市歳入歳出決算書の１３０、１３１ページをご覧ください。 

 初めに、歳入についてご説明いたします。 

 第１款介護保険料は第１号被保険者の保険料で、収入済額１０億２千９７０万４千７１０円、

不納欠損額９７０万５千４００円、収入未済額は１千８７４万４千２４１円でございました。 

 第２款使用料及び手数料は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料で収入済額は９万円。 

 第３款国庫支出金は、国からの介護給付費負担金や調整交付金などにより、収入済額９億１千

７８３万２千６８４円でございました 

 第４款支払基金交付金は、第２号被保険者の保険料であり、介護給付費交付金で、収入済額
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１１億４千７７５万１千円。 

 第５款県支出金は、県の介護給付費負担金などにより、収入済額６億３千６８４万３千

３５４円でございました。 

 第６款財産収入は準備基金の預金利子で、５万６千８３０円。 

 第７款繰入金は、収入済額は７億９千８９６万６千円。 

 第８款繰越金は前年度繰越金で、１億８０万４千５２６円。 

 第９款諸収入は雑入などで、収入済額１８万５３２円でございました。 

 歳入合計は、４６億３千２２２万９千６３６円でございました。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。 

 １３２、１３３ページをご覧ください。 

 第１款総務費は、総務管理費、介護認定審査会費などにより、支出済額９千３１４万７千

５１６円。 

 第２款保険給付費は各種介護サービスに係る給付費などで、支出済額４１億５千８８５万９千

３３２円でございました。 

 第３款地域支援事業費は総合事業に係る訪問型サービスや地域包括支援センターなどに係る経

費で、支出済額１億７千５７８万２千３６８円でございました。 

 第４款基金積立金は介護給付費準備基金への積立金で、４千７３７万８３０円。 

 第５款諸支出金は、償還金及び還付加算金と一般会計への繰出金で、支出済額５千４４７万

８千２０４円。 

 歳出合計は、４５億２千９６３万８千２５０円でございました。 

 歳入歳出の差引額は１億２５９万１千円となりました。 

 以上、説明を終わります。 

議  長（成田 義之君） 

 ここで、１０時４５分まで休憩を取りたいと思います。 

（ 時に午前１０時３４分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時４５分 再開 ） 

議  長（成田 義之君） 

 それでは、議会を再開させていただきます。 

 日程第２５、認定第５号 令和元年度清須市水道事業決算認定について及び日程第２６、認定
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第６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定についての２議案について、建設部長より内容の

説明を求めます。 

 永渕建設部長。 

＜ 建設部長（永渕 貴徳君）登壇 ＞ 

建設部長（永渕 貴徳君） 

 建設部長の永渕でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の５ページをお開きください。 

 認定第５号 

 令和元年度清須市水道事業特別会計決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和元年度清須市水道事業決算を別冊のとおり

認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の令和元年度清須市水道事業会計決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 水道事業決算報告について、主な内容をご説明申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出についてご説明を申し上げます。 

 収益的収入につきましては水道料金などの水道事業収益で、決算２億２千３４６万３千

７８６円となりました。 

 収益的支出につきましては県水・受水費など水道事業費用で、決算額２億４６万９千６１円と

なりました。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出についてご説明をいたします。 

 資本的収入につきましては給配水工事負担金と県補助金で、決算額２千８４１万６千４１３円

となりました。 

 資本的支出につきましては給配水管布設工事費で、決算額１億２千５６万７１６円でございま

す。 

 資本的収入が資本的支出額に不足する額９千２１４万４千３０３円は、過年度分消費税資本的

収支調整額４０７万８千７７４円及び過年度分損益勘定留保資金８千８０６万５千５２９円で補

填をいたしました。 
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 次に、損益計算書についてご説明を申し上げます。 

 ６ページをお開きください。 

 営業収益につきましては、１の営業収益が１億８千６２３万９千２５３円、２の営業費用が

１億８千６５万６千８３９円で、差引き５５８万２千４１４円が営業利益となっております。 

 次に、営業外収益についてご説明をいたします。 

 ３の営業外収益が２千１０２万３千３８１円、４の営業外費用が９６５万６千９５８円で、差

引き１，１３６万６千４２３円が営業外利益となっております。 

 営業利益と営業外利益を合わせました経常利益は１千６９４万８千８３７円となり、当年度純

利益は１千６９４万８千８３７円となりました。 

 当年度純利益に前年度繰越利益剰余金７８１万５千６４３円を合わせ、当年度末処分利益剰余

金といたしまして２千４７６万４千４８０円となりました。 

 以上で、水道事業決算の説明を終わります。 

 続きまして、認定第６号 令和元年度清須市下水道事業の決算認定についてご説明申し上げま

す。 

 提出案件の６ページをお開きください。 

 認定第６号 

 令和元年度清須市下水道事業決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和元年度清須市下水道事業決算を別冊のとお

り認定に付する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の令和元年度清須市下水道事業決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 下水道事業決算報告書について、主な内容を申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出についてご説明を申し上げます。 

 収益的収入につきましては下水道料使用料や雨水処理負担金、他会計負担金などの下水道事業

収益で、決算額１６億３８１万７９４円となりました。 

 収益的支出につきましてはポンプ場の維持管理費や流域下水道の維持管理に伴う負担金、固定

資産の減価償却費など下水道事業費用で、決算額１４億９千９１９万５千５８５円となりました。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 
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 （２）資本的収入及び支出についてご説明を申し上げます。 

 資本的収入につきましては企業債と他会計出資金、国庫補助金などで、決算額２０億８千４万

８０８円となりました。 

 資本的支出につきましては雨水・汚水工事の建設改良費、企業債、償還金などで、決算額

１７億４千８９６万８千３３４円でございます。 

 次に、損益計算書についてご説明を申し上げます。 

 ９ページをお開きください。 

 営業収益につきましては、１の営業収益が６億３千６４５万３千３４１円、２の営業費用が

１２億９千５０４万９千１７０円で、差引きマイナス６億５千８５９万５千８２９円が営業損失

となっております。 

 次に、営業外収益についてご説明を申し上げます。 

 ３の営業外収益が８億７千４２９万９千５４２円、４の営業外費用が１億８千８８２万９千

７８２円で、差引き６億８千５４６万９千７６０円が営業外利益となっております。 

 営業利益と営業外利益を合わせました経常利益は２千６８７万３千９３１円となり、５の特別

利益２千５４４万２千８７２円と６の特別損失マイナス２４５万８千１０４円を合わせました当

年度純利益は４千９８５万８千６９９円となりました。 

 当年度純利益に当年度の期首繰越欠損金５億３３８万５千７１６円を合わせまして、当年度末

処理欠損金といたしまして４億５千３５２万７千１７円となりました。 

 次に、欠損金処理計算書についてご説明を申し上げます。 

 １０ページをお開きください。 

 令和元年度末の未処理欠損額は４億５千３５２万７千１７円でございます。よって、下段にご

ざいます処分後の未処理欠損額の残高は４億５千３５２万７千１７円となります。 

 以上で、下水道事業決算の説明を終わります。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第２７、議案第５２号 清須市部制条例の一部を改正する条例案及び日程第２８、議案第

５３号 清須市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案の２議案について、企

画部長より内容の説明を求めます。 

 宮崎企画部長 

＜ 企画部長（宮崎 稔君）登壇 ＞ 
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企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の７ページをお願いいたします。 

 議案第５２号について説明いたします。 

 議案第５２号 

 清須市部制条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、機構改革に伴い、所要の規定を整備する必要があるからです。 

 ページを１枚はねていただきまして、８ページをお願いいたします。 

 主な内容を説明いたします。 

 今回の組織の機構改革は、行政執行体制を強化し、多様化する行政課題に迅速に対応するため

であります。 

 第１条は、危機管理部の新設を規定するものでございます。 

 第２条では、事務分掌の整備としまして、企画部に企業誘致に関する事項を加え、総務部の防

災に関する事項を削り、危機管理部に防災に関する事項を加えるものでございます。 

 附則につきましては、令和２年１０月１日から施行するものでございます。 

 次に、議案第５３号について説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 議案第５３号 

 清須市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために

緊急に行われた措置に係る作業について防疫作業手当の支給対象とするため、防疫作業手当の特
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例に係る規定を追加する必要があるからでございます。 

 ページを１枚はねていただきまして、１０ページをお願いいたします。 

 主な内容を説明いたします。 

 附則に防疫作業手当の特例を加えるもので、当分の間、職員が新型コロナウイルス感染症から

市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業で、市長の定めるものに従

事したときに１日につき３千円、また、新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのあ

る者に身体に接触し、またはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他市長がこれに

準ずると認めた作業に従事した場合、４千円を防疫作業手当として支給するものでございます。 

 附則につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第２９、議案第５４号 清須市税条例等の一部を改正する条例案について、総務部長より

内容の説明を求めます。 

 平子総務部長。 

＜ 総務部長（平子 幸夫君）登壇 ＞ 

総務部長（平子 幸夫君） 

 総務部長、平子でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、同じく、提出案件の１１ページをお願いいたします。 

 朗読します。 

 議案第５４号 

 清須市税条例等の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い、延滞金等の割合の特例の見直し等を行う

必要があるからです。 

 それでは、１２ページをお願いいたします。 

 内容のご説明をいたします。 
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 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が令和３年１月１日に施行されることに伴う

ものでございます。 

 低金利の状況を勘案して軽減特例適用する延滞金の算定にあたり、財務大臣が指定し、基本と

なる市中銀行の新規短期貸出約定平均金利の期間を従来の扱いから１か月前倒しすることにより、

「貸出約定平均金利」の文言を「平均貸付割合」に改める改正を行い、税条例のほか、同様の扱

いで延滞金を徴収する税外収入に係る延滞金に関する条例、介護保険条例、後期高齢医療に関す

る条例、下水道事業受益者負担金及び分担金条例についても改正条例の各条例同様に改正すると

ともに、税条例では法人の納期限の延長に係る延滞金を改正前に対し０．５％軽減する改正、税

外収入に係る延滞金に関する条例及び下水道事業受益者負担金及び分担金条例では、うるう年の

日を含む期間の計算に関し、３６５日あたりとする規定の追加、介護保険条例では、規定する還

付加算金の割合を０．５％引き下げる改正を行い、地方税法の規定に準ずる取扱いとするもので

ございます。 

 附則です。 

 この条例は、令和３年１月１日から施行するものでございます。 

 また、附則上で経過措置を規定するとともに、清須市行政財産目的外使用料条例の規定の文言

整理を行うものでございます。 

 内容は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３０、議案第５５号 清洲城の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 栗本市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（栗本 和宜君）登壇 ＞ 

市民環境部長（栗本 和宜君） 

 市民環境部長の栗本でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提出案件の１５ページをお願いいたします。 

 議案第５５号 

 清洲城の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年８月２７日提出 
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 清須市長 永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、清洲城とあいち朝日遺跡ミュージアムの一体的な利活用を推進するた

め、共通入場券を導入することに関し必要な事項を定める必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、１６ページをお願いいたします。 

 主な内容をご説明いたします。 

 今回、清洲城とあいち朝日遺跡ミュージアムの共通入場券を導入するにあたり、条例の別表第

１に、あいち朝日遺跡ミュージアムを清洲城と併せて観覧する場合、大人の入場料の額２５０円

を追加するものでございます。 

 附則です。 

 この条例は、あいち朝日遺跡ミュージアム開館日にあたる令和２年１１月２２日から施行いた

します。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３１、議案第５６号 清須市清洲勤労福祉会館設置条例及び清須市西枇杷島勤労福祉会

館設置条例の一部を改正する条例案、日程第３２、議案第５７号 工事請負契約（春日公民館空

調改修工事（第２期））の締結について及び日程第３３、議案第５８号 動産の取得についての

３議案について、教育部長より内容の説明を求めます。 

 加藤教育部長。 

＜ 教育部長（加藤 秀樹君）登壇 ＞ 

教育部長（加藤 秀樹君） 

 教育部長の加藤でございます。 

 提出案件１７ページをお願いします。 

 議案第５６号 

 清須市清洲勤労福祉会館設置条例及び清須市西枇杷島勤労福祉会館設置条例の一部を改正する

条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 



－34－ 

 提案理由 

 この案を提出するのは、障がい者の方の利用促進を図るため、使用料に係る身体障がい者等の

範囲を拡充する必要があるからです。 

 おめくりいただきまして、１８ページをお願いします。 

 改正文でございます。 

 アルコ清洲の温水プール及びにしびさわやかプラザのトレーニングルームにおきまして、身体

障害者等という区分の料金が別表で規定されており、別表の備考欄に身体障害者等とは、「本市

に居住する身体障害者及び知的障害者をいう。」と定めておりますが、今回の改正で精神障がい

者の方を加え、身体障がい者等を規定する範囲を拡充するものでございます。 

 続きまして、１９ページをお願いいたします。 

 議案第５７号 

 工事請負契約（春日公民館空調改修工事（第２期））の締結について 

 下記のとおり、工事請負契約を締結するものとする。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 記 

 １．契約の目的   春日公民館空調改修工事（第２期） 

 ２．契約の方法   総合評価落札方式（特別簡易型）一般競争入札 

 ３．契約の金額   １億３千５６３万円 

 ４．契約の相手方  名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９号 

           三建設備工業株式会社名古屋支店 執行役員支店長 中根 且統 

 ５．契約の期間   着手 契約の日の翌日 

           完了 令和３年１月２９日 

 おめくりいただきまして、２０ページをお願いします。 

 工事入札結果の主な内容についてご説明申し上げます。 

 この工事は、春日公民館の第２期空調改修工事でございます。昨年度は第１期工事として、ホ

ール系統以外の会議室などを電気式の個別空調機器へ改修しました。今年度はホール系統の空調

を施工するもので、工事内容は、既存の空調熱源を撤去し、ガス式ＧＨＰチラーを熱源とするシ

ステムに更新するものでございます。 
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 開札日は令和２年７月８日で、備考欄にありますように、入札参加業者は２社で、評価値が１．

４３でありました三建設備工業株式会社名古屋支店が落札者となりました。 

 ２１ページにつきましては、参考図面でございます。 

 引き続きまして、２２ページをお願いいたします。 

 議案第５８号 

 動産の取得について 

 下記の動産を取得することについて、清須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条により、議会の議決を求める。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 記 

 １．取得する物品  小中学校学習者用タブレット端末 

 ２．取得金額    ４億２千９００万円 

 ３．契約の相手方  名古屋市中区新栄１丁目５番８号 

           富士電機ＩＴソリューション株式会社中部事業本部 

           本部長 舩越 健一郎 

 ４．契約の方法   指名競争入札 

 おめくりいただきまして、２３ページをお願いします。 

 物品購入入札結果の主な内容についてご説明申し上げます。 

 この備品は、小中学校学習者用タブレット端末の購入でございます。購入内容は、タブレット

端末本体、キーボード及び付属ケース、端末管理ソフト、保護フィルム、フィルタリング、自

然・物損故障保証などでございます。 

 開札日は令和２年８月１２日で、備考欄にありますように、１２社による指名競争入札で、富

士電機ＩＴソリューション株式会社中部事業本部が落札者となりました。 

 ２４ページにつきましては、ＧＩＧＡスクール構想及び端末購入の主な概要でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３４、議案第５９号 令和２年度清須市一般会計補正予算（第７号）案」について、総

務部長より内容の説明を求めます。 
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 平子総務部長。 

＜ 総務部長（平子 幸夫君）登壇 ＞ 

総務部長（平子 幸夫君） 

 総務部長、平子でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和２年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の１ページをお開きください。 

 読み上げます。 

 議案第５９号 

 令和２年度清須市一般会計補正予算（第７号） 

 令和２年度清須市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５千４７８万４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３６８億４千５０５万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、２ページをお開きください。 

 まず、歳入の主な内容をご説明いたします。 

 交付額の決定に伴い、第１０款地方特例交付金は１千６３５万３千円を増額し、第１１款地方

交付税は７億７千８１６万５千円を増額いたしました。 

 第１５款国庫支出金は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金で３２６万７千円、母子

家庭等対策総合支援事業費補助金で９０万円を追加し、合計４１６万７千円を増額するものでご

ざいます。 

 第１８款寄附金は社会福祉費寄附金と児童福祉費寄附金で、各１０万円の２０万円を増額する

ものでございます。 

 第１９款繰入金については特別会計繰入金で、決算余剰金を精算するため１億６千４５９万

２千円を増額し、基金繰入金は、現在までに予定していた財政調整基金の繰入れを取りやめるた

め、１２億９千２７０万６千円を減額いたしました。 

 第２０款繰越金は前年度繰越金で、５億８千４０１万３千円を増額いたしました。 
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 右のページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 第２款総務費では基金管理費で、今後の財政需要を考慮し、義務教育施設整備基金と減債基金

にそれぞれ１億円を、また、財政調整基金に９９７万円を積み立てることといたしました。また、

社会保障・税番号制度システムの次期中間サーバープラットフォームの機器更新等に係る費用

３２６万７千円と延滞金の特例減債に係る地方税法の改正によりシステム変更料３９９万３千円

を追加し、合わせて２億１千７２３万円を増額することといたしました。 

 第３款民生費では社会福祉費寄附金と児童福祉費寄附金を活用し、新川福祉センターと各子育

て支援センターの備品購入費を追加し、春日老人福祉センターの空調更新整備工事費の計画変更

により１千６６２万５千円の追加と母子家庭等自立支援給付金支給費１２０万円を追加し、合わ

せて１千８０２万５千円を増額することといたしました。 

 第１０款教育費ではコロナウイルス感染症対策で、４月、５月を休館した清洲勤労福祉会館ア

ルコ清洲と新川地域文化広場カルチバ新川の休業補償費１千９５２万９千円を増額計上すること

といたしました。 

 一般会計補正予算は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３５、議案第６０号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案及

び日程第３７、議案第６２号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案

の２議案について市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 栗本市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（栗本 和宜君）登壇 ＞ 

市民環境部長（栗本 和宜君） 

 市民環境部長の栗本でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、補正予算書及び説明書の１９ページをお願いいたします。 

 議案第６０号 

 令和２年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和２年度清須市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９千４７３万２千円を追加し、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれ５９億９千６６４万８千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２０ページをお願いいたします。 

 歳入の内容をご説明いたします。 

 第７款繰越金は、令和元年度決算によるもので、９千４７３万２千円を増額いたします。 

 右側２１ページをお願いいたします。 

 歳出の内容を説明いたします。 

 第８款諸支出金は、令和元年度一般会計への繰出金で、９千４７３万２千円を増額いたします。 

 以上で、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

 続きまして、補正予算書、説明書の４３ページをお願いいたします。 

 議案第６２号 

 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 令和２年度清須市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千５５３万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１６億４千４３６万２千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、４４ページをお願いいたします。 

 歳入の内容を説明いたします。 

 第３款繰越金は、令和元年度決算によるもので、２千９８９万１千円を増額いたします。 

 第４款諸収入は、令和元年度決算によるもので、５６４万３千円を増額いたします。 

 右側４５ページをお願いいたします。 

 歳出の内容を説明いたします。 
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 第２款後期高齢者医療広域連合納付金は、医療保険料等負担金を精算するため、３４４万９千

円を増額いたします。 

 第３款諸支出金では、一般会計への繰出金として３千２０８万５千円を増額いたします。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３６、議案第６１号 令和２年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号）案につい

て、健康福祉部長より内容の説明を求めます。 

 河口健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長（河口 直彦君）登壇 ＞ 

健康福祉部長（河口 直彦君） 

 健康福祉部長の河口でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、補正予算書及び説明書の３１ページをご覧ください。 

 議案第６１号 

 令和２年度清須市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和２年度清須市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１千３３２万４千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億６千５２７万７千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 ３２ページをご覧ください。 

 歳入をご説明いたします。 

 第３項国庫支出金、補正額２２７万円の増額、第４款支払基金交付金、補正額５１４万９千円

の増額、第５款県支出金、補正額３３１万５千円の増額、いずれも前年度精算に伴う追加交付金

でございます。 

 第８款繰越金、補正額１億２５９万円の増額で、前年度決算に伴う繰越金でございます。 

 ３３ページをご覧ください。 
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 歳出をご説明いたします。 

 第４款基金積立金、補正額７千６８万３千円の増額で、介護給付費準備基金積立金でございま

す。 

 第５款諸支出金、補正額４千２６４万１千円の増額で、一般会計繰出金の精算分でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第３８、報告第４号 令和元年度清須市決算の健全化判断比率等について及び日程第３９、

報告第５号 尾張土地開発公社令和元年度決算に関する書類についての２案件について、総務部

長より内容の説明を求めます。 

 平子総務部長。 

＜ 総務部長（平子 幸夫君）登壇 ＞ 

総務部長（平子 幸夫君） 

 総務部長、平子でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提出案件の２５ページをお願いいたします。 

 朗読します。 

 報告第４号 

 令和元年度清須市決算の健全化判断比率等について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、当

該決算の健全化判断比率及び資金不足比率に監査委員の意見を付して、別紙のとおり報告する。 

 令和２年８月２７日 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、２６ページをお開きください。 

 内容です。 

 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、一般会計及び特別会計決算の実質収支が黒字であるため、

比率は標示されません。また、実質公債費比率は２．０％で、早期健全化基準を下回っており、

将来負担比率については０．８％で、早期健全化基準を大きく下回っております。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 監査委員の令和元年度清須市健全化判断比率審査意見書でございます。 

 総合意見としましては、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項に記載した書類は、い
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ずれも適正に作成されているものと認められるという結果でございました。 

 続いて、２９ページをお願いいたします。 

 令和元年度清須市決算の資金不足比率についてでございます。 

 水道事業会計及び下水道事業会計決算は資金不足となっていないため、比率は表示をされませ

ん。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 監査委員の令和元年度清須市資金不足比率審査意見書でございます。 

 総合意見としましては、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いず

れも適正に作成されているものと認められるという結果でございました。 

 この件につきましては以上でございます。 

 続きまして、３１ページをお開きください。 

 読み上げます。 

 報告第５号 

 尾張土地開発公社令和元年度決算に関する書類について 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社の令和元年度決算に関する

書類を別冊のとおり提出する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、別冊となっております令和元年度尾張土地開発公社決算書の１ページをお開きくだ

さい。 

 尾張土地開発公社の令和元年度決算の主な内容を説明いたします。 

 公社の取得面積は６千３４９．９０平方メートルで、取得金額が２億２千７７４万８千

７３５円、処分面積は９千４８２．７７平方メートルで、処分金額は７億３千１８１万１千

９２９円でございました。 

 続いて、４ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の決算額は、収入が７億３千６４３万２千７４４円、支出が７億３千

３９４万３千６２７円でございました。 

 次に、５ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出の決算額は、収入・支出ともに９億５千９５６万６６４円でございました。 
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 公社の決算内容は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第４０、報告第６号 専決処分の報告について、建設部長より内容の説明を求めます。 

 永渕建設部長。 

＜ 建設部長（永渕 貴徳君）登壇 ＞ 

建設部長（永渕 貴徳君） 

 建設部長の永渕でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の３３ページをお開きください。 

 報告第６号 

 専決処分の報告について 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項について別紙の

とおり専決処分したので、同法第２項の規定により報告する。 

 令和２年８月２７日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、はねていただきまして、３４ページをお願いいたします。 

 別紙の損害賠償の額を定め、和解することについて。 

 専決処分年月日は令和２年６月２９日、発生年月日は令和２年３月３０日でございます。 

 相手方の住所・氏名につきましては記載のとおりでございまして、損害賠償の額は１万

７６４円でございます。 

 事件の概要でございますが、清須市清洲１６３０番地３地先の市道を走行中、道路に穴が開い

ており、穴に入っていたアスファルトの殻を前輪ではねて後輪側面をこすったことにより、右側

後部のタイヤ及びホイールを破損させたものでございます。所管の部署といたしましては建設部

でございます。 

 以上で報告の説明を終わります。 

議  長（成田 義之君） 

 これで、報告第４号から報告第６号までの報告を終わります。 

 日程第４１、発議第４号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及

び拡充を求める意見書（案）を議題といたします。 

 提出者であります岡山議員より、提案理由及びその内容の説明を求めます。 



－43－ 

 説明は、発言席でお願いいたします。 

 岡山議員。 

＜ １１番議員（岡山 克彦君）登壇 ＞ 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 議席１１番、岡山克彦でございます。 

 発議第４号の意見書（案）の内容について説明させていただきます。 

 発議第４号 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 

 このことについて、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

 令和２年８月２７日提出 

 提出者 清須市議会議員 岡山克彦 

 賛成者 清須市議会議員 天野武藏、白井 章、加藤光則、飛永勝次、大塚祥之、浅野富典、

冨田雄二 

 はねていただきまして、意見書（案）を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 

 未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに成長していくことは、全ての国民の切なる

願いである。しかし、学校現場では、子どもたちの健全育成に向けて日々真摯に教育活動に取り

組んでいるものの、いじめや不登校など、子どもたちを取り巻く教育課題は依然として解決され

ていない。また、特別な支援や日本語教育を必要とする子どもも多く、１人１人に応じた適切な

支援を行うため十分な時間が確保できないなどの課題にも直面している。 

 昨年度、文部科学省は、１千９２０人の定数改善を示した。しかし、少人数学級の推進や教職

員定数改善計画は示されておらず、不十分なものであった。現在、小学校では、新学習指導要領

が全面実施となり、外国語教育については学習内容や授業時数の増加により、子どもたちや学校

現場の負担となっているという声が大きい。子どもたち１人１人への指導の充実のためには、専

門的な知識や指導方法を身につけた小学校英語専科教員の全校配置が必要である。また、少人数

学級は、地域・保護者からも１人１人の子どもにきめ細やかな対応ができるという声が多く聞か

れる。 

 山積する課題に対応し、全ての子どもたちに行き届いた教育を行うためにも、少人数学級のさ

らなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定・実施が不可欠である。また、子どもたちが全国ど
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こに住んでいても機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、

三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は２分の１から３分の１に引き下げ

られたままであり、自治体の財政は圧迫されている。教育の機会均等と水準確保のために、義務

教育費国庫負担制度の堅持とともに国庫負担率を２分の１へ復元することは、国が果たさなけれ

ばならない大きな責任の１つである。 

 よって、貴職においては、来年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定・実施と

義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率２分の１への復元に向けて十分な教育予算

を確保されるように強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 令和２年○月○日 

 清須市議会 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣宛 

 以上でございます。 

 議員各位におかれましては、慎重にご審議の上、発議第４号につきましてはご賛同いただきま

すようにお願いいたしまして、説明を終わらせていただきます。 

議  長（成田 義之君） 

 日程第４２、発議第５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書（案）を議題といたします。 

 提出者であります飛永議員より提案理由及びその内容の説明を求めます。 

 説明は、発言席でお願いいたします。 

 飛永議員。 

＜ ９番議員（飛永 勝次君）登壇 ＞ 

９番議員（飛永 勝次君） 

 議席９番、飛永勝次でございます。 

 意見書案について説明をさせていただきます。 

 発議第５号 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案） 

 このことについて、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 
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 令和元年８月２７日提出 

 提出者 清須市議会議員 飛永勝次 

 賛成者 清須市議会議員 天野武藏、白井 章、加藤光則、岡山克彦、大塚祥之、浅野富典、

冨田雄二 

 １枚はねていただいて、意見書（案）を朗読して説明に替えさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案） 

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は戦後最大の経済危機に直面している。

地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など

一般財源の激減が避けがたくなっている。地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減

災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財

政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に

実現されるよう強く要望する。 

 記 

 １．地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。

その際、臨時財政対策債が累積することのないよう発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を

確保すること。 

 ２．地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮でき

るよう総額を確保すること。 

 ３．令和２年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補

填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に

対応すること。 

 ４．税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方

税の政策税制については積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続にあたっては有効性・緊

急性を厳格に判断すること。 

 ５．とりわけ、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直

しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。 

 先の緊急経済対策として講じた特例措置は臨時・異例の措置としてやむを得ないものであった
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が、本来、国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の

到来をもって確実に終了すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年○月○日 

 清須市議会 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、

経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣宛 

 議員各位におかれましては、慎重にご審議をいただきまして、ご賛同を賜りますようよろしく

お願いをいたします。 

議  長（成田 義之君） 

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 早朝より大変暑い中、ご苦労さまでございました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。 

 

（ 時に午前１１時３７分 散会 ） 

 


